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「救急救命処置の範囲等について」の一部改正について   

救急救命士がアナフィラキシーショックの状態にある重度傷病者に対し自己注射  

が可能なェピネプリン製剤によるエビネフリンの投与を行うことについては、厚生  

労働科学研究において、アナフィラキシーショックの状態にある重度傷病者の救命  

には迅速なエビネフリンの投与が有効であり、あらかじめ自己注射が可能なェピネ  

フリン製剤を交付されている重度傷病者の場合は安全性に問題がない旨が示された  

ところである。今般、これらを踏まえ、「救急救命処置の範囲等について」（平成4  

年3月13日付け指発第17号厚生省健康政策局指導課長通知）の一部を改正するこ  

ととした。   

っいては、下記の改正の内容及び留意事項について御了知の上、関係方面への周知  

徹底及び指導方よろしくお願いしたい。  

記  

第1 改正の内容  

1「救急救命処置の範囲等について」（平成4年3月13日付け指発第17号厚生   

省健康政策局指導課長通知）の別紙1の（4）中「ェピネフリンを用いた薬剤の投   

与」を「エビネフリンの投与（（8）の場合を除く。）」に改める。  

2 同通知の別紙1中（21）を（22）とし、（8）から（20）までを－ずっ繰り下げ、（7）   

の次に（8）として次のように加える。  

（8）自己注射が可能なエビネフリン製剤によるエビネフリンの投与   

。処置の対象となる重度傷病者があらかじめ自己注射が可能なェピネフリン  

製剤を交付されていること。  

3 同通知の別紙2の表の（3）欄及び〔共通事項〕②中「エビネフリンを用いた薬  

剤の投与」を「エビネフリンの投与（別紙1の（8）の場合を除く。）」に改める。   
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第2 留意事項  

1 自己注射が可能なエビネプリン製 剤によるエビネプリンの投与を行う救急救   

命士においては、当該製剤の添付文書等に記載された使用上の注意、使用方法等  

を十分に理解するとともに、練習用器具により使用方法等を習熟しておくよう 留  

意されたい。．  

2 重度傷病者が自己注射が可能なェピネフリン製剤を現に携帯している場合は、   

当該重度傷病者はあらかじめ医師から自己注射が可能なエビネフリン製剤を交   

付されているものとして取り扱って差し支えない。  
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…∴…；2し，。綿2月改訂燭ヰ統社名変更）（参考：墓ピペン注射液の添付ま  日本標準商品分類番号I S72451  
；■ 2軌6年S月改訂  

医葉品承認者号  215〔軋ちl＼4Y（〕0115〔メi〕0  21700AI＼4YU〔川Sl（〕00   

医療用具承認番号   21引用BZY（JO3上皇1〔】〔】0   

薬価収載   未収範   

販売開始   2（〕0：∋年8月   21〕05年4月   エビペン注射液0．3mg  エビ／■くン注射液0．15nlg  有効期限：容器および外装に記載  

注  意：「適用上の注意」の項参照  貯  法：室温・遮光保存  

アナフィラキシー補助治療剤  
‘≡；匝攣乍ん医奉亭可  

■…ウドレナリン注射テ夜   
器具器械 48 注射簡   
その他の滅菌済み注射簡（医薬品注入器）  

烹駅訝注射軌愉g  
EpIPEN瑚ectionO・伽g  

：三i注）注意一医師等の処方せんにより使用すること  

アナフィラキシー補助治療剤  
極垂垂垂堅塁堅牢方せん医業ギ」  

日本薬局方アドレナリン注射液  
器具器械 48 注射商  
その他の滅菌済み注射簡（医藁品注入器）  

≡駅慧注射如3mg  
EptPENbtnjeLCtionO▲3mg   

＿■■■■■mT」】l・【■■■■・－一一」い▲－・＝1－－－－▼－－－－－－ ■・山一－－一・・一丁ニ 」一・一－」【－  

4．甲状腺機能克違症の患者   

〔甲状腺模能克進癌の患者では、頻脈、心房細動がみられ   

ることがあり、本剤の投与によt）悪化するおそれがある。．〕  

5．糖尿病の患者   

〔肝におけるグリコーゲン分解の促進や、インスリン分   

泌の抑制により、高血糖を招くおそれがある。．〕  

6．心室性頻拍等の重症不整脈のある患者   

〔本剤のβ刺激作用により、不整脈を悪化させるおそれ   

がある。）  

7．精神神経症の患者   

〔一般に交感神経作動其の中枢神経系の副作用として情   

緒不安、不眠、錯乱、易刺激性および精神病的状態等が  

あるので悪化するおそれがある．二，〕  

8．コカイン中毒の患者   

〔コカインは、交感神経末端でのカテコールアミンの再  

取り込みを阻害するので、本剤の作用が増強されるおそ  

れがある。〕  

9．投与量が0．01mg／kgを超える患者（0．3mg製剤についてほ  

【警  告】  
1．本剤を患者に受付する喋にほ必ずインフォームドコン   

セントを実施し、本剤交付前に自らが適切に自己注射で   

きるよう、本剤の保管方法、 使用方法、使用時に発現す   

る可能性のある副作用等を患者に対して指導し、患者、   

保護者またはそれに代わり得る適切な者が理解したこと   

を確認した上で交付すること＿〔本剤を誤った方法で使   

用すると手指等への誤注射等の重大な事故につながるお   

それがある．＝＜用法山用量に関連する使用上の注意＞   

の項および「9．適用上の注意」の項参照）  

2．本割を患者に交付する際にほ、患者、保護者またはそれ   

に代わり得る適切な者に対して、本割に関する患者向け   

の説明文書等を熟読し、また、本剤の練習用エビベント  

レーナーを用い、日頃から本剤の使用方法について訓嬉  

しておくよう指導すること什9．適用上の注意」の項参照）  

う．本剤は、アナフィラキシー一発現時の緊急手苗助的治療とし  

て使用するものであるので、本剤を患者に交付する際に   

ほ、．医療綴関での治療に代わり得るものではなく、本剤   

使用後には必ず医療接関を受診し、適切な治療を受ける  

よう指導すること  

4．本剥が大量投与またほ不慮に誇脈内に投与された場合に  

は．、急激な血圧上昇により、脳出血を起こす場合がある  

ので、静脈内に投与しないこと＞また、患者に対しても  

投与部位についての適切な指導を行うこと′ r「9．適用  

上の注意」の項参照）  

30kg未満、0．15mg製剤については15kg未満の患者）〔過  

量投与になるので、通常のアドレナリン注射液を用いて治療す  

ること．二．〕（＜用法・用量に関連する使用上の注意2、＞の項参照）  L  
【組成・性状】  

エビペン注射液0．3n－gおよびエビペン注射液0．15mgは、1管2  

】ⅥL入り製剤であるが、り．3nlL注射される。  

販売名   エビー一、てン注射液0．3nlg   エビペン注射液0．15mg   

成分・含量（1背中）  アドレナリン2mg／2mL  アドレナリン1汀唱／2mL   

添加物含量（1菅中）   ピロ亜硫酸ナ】、リウム3．34mg／2111L   

PH   2．2～5．0   

外観   無色澄明の液  

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】  

次の薬剤を投与中の患者（「併用禁忌」の項参照）  

1．ハロタン等のハロゲン含有吸入麻酔薬   

2．プチロフェノン系・フェノチアジン系等の抗精神病  

薬、α遮断薬  
【効能・効果】  

蜂毒、食物及び薬物等に起因するアナフィラキシー反応に対す  

る補助治療けナフィラキシーの既往のある人またはアナフィ  

ラキシーを党規する危険性の高い人に限る）  

＜効能・効果に関連する使用上の注意＞  

1．アナフィラキシー反応は、病状が進行性であり、初期症状   

（しびれ感、違和感、口唇の浮腫、気分不快、吐き気、嘔  

吐、腹痛、じん麻疹、咳込みなど）が患者により異なるこ  

とがあるので、本剤を患者に交付する際には、過去のアナ  

フィラキシー発現の有無、初期症状等を必ず聴取し、本剤  
の注射時期について患者、保護者またはそれに代わl）得る  

適切な者に適切に指導すること．：．  

2．また、本剤の注射時期については、次のような目安も参考  

とし、注射時期を遺失しないよう注意すること．ン   

【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、  

ショック等生命の危機に直面しており、緊急時に用  

いる場合にはこの限りではない）】  

1．本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者  

2．交感神経作動薬に対し過敏な反応を示す患者   

〔アドレナリン受容体が本剤に対し高い感受性を示すお  

それがあるり〕  

3．動脈硬化症の患者   

〔本剤の血管収縮作用により、閉塞性血管障害が促進さ  

れ、冠動脈や脳血管等の攣絹および基質的閉塞があらわ  

れるおそれがある。〕  

▼ 「 k  



なることがあるのてt 清風二際iJ本剤の選択、使用時貰弓  

には一「分達意すること．．  

（．3）本剤は心筋酸素需要を土離日させるため、心慣性ショノフ  

ヤ出血性・外傷性ショック時の使熟ま避けること，J  

（ヰ1本割には昇庄作用のほか血管収縮、気管支拡張作用等も  

あるので、ショ・ノクの初期治療後ほ・他の昇庄薬を用いる  

こと．＝」  

（5）過度の昇庄反応を起こすことがあり∴急性肺水腫、不整  

脈、心停止等を起こすおそれがあるのて、過量投与にな  

らないよう注意することて．  

（6）本剤を患者に交付する際には、必ずインフす－ムドコ  

ンセントを実施し．本剤の注射によl）発現する可能性の  

ある副作用および手指等への誤注射等のりスクについて  

も、十分に説明し指導すること．二．  

3．相互作用  

（1）併用禁忌（併用しなし＼こと）  

ユjlⅥ朔症、軋甘熟視L、ショノア症状が発現する前の晴嵐  

ノ ケ■ンを誤って：  、■‾1ル ㌣仁也烹に丁ナフィラキンーを起こし7ニノ  

摂取L、明らかな異常症状を慈した時ノキ  

E用法。用量ヨ  
・∵通常、アドレナリンとLて0イHITせⅠくgが推奨用量であり、．患者の体  

重を考慮して、7ドレナリン〔）．15－－1g又はけ3】－－きを筋肉内注射する・．  

＜用法。用量に関連する使用上の注意＞  

1．通常、攻入には「）．3nlg製剤を使用し、小児には体重に応じて：  

r）．15nlg製剤又は0．3nlg製剤を使用すること‥   

ヨ．f川1】1－g／】くgを超える用量、すなわち、体重3し）kg未満の患者にt  

不利（）．31－－g製剤、体重15kg未満の患者に不利0．151噂製剤：  

を投与すると、適量となるおそれがあるので、副作用の発現等：  

に十分な注意が必要であり、本剤以外のアドレナリン製剤の使ミ  

用についても考膚する必要があるが、軋り111－g／kgを超える用；  

量を投与することの必要性については、枚命を最優先し、居∴  

者ごとの症二状を観察した上で慎重に判断すること．ニ∫   

3．本剤は投与量を安定化するため、1盲中2nlLの薬液が封入：  

されているが、投与されるのは約り．3nlLであり、注射後こ  

にも約1，7IllLの薬液が注射器内に残るように設計されて：  

いることから、残液の量をみて投与しなかったと誤解す：  

るおそれがあるので注意すること．‥．   

4．本剤には安全キャップが装着されており、安全キャップを：  

外すと、予期せぬときに作動するおそれがあるので、本剤弓  

l    の注射を必要とする暗まで、絶対に安全キャップを外さな  

いことり 汀9．適用上の注意」の項参照）   

5．本剤は一度注射すると、再度注射しても薬液が放出しない  

仕組みとなっているので、同一の製剤を開いて二度注射し  

ないこと．二。  

（う．本剤は腎部からの注射を避け、大腿部の前外側から注射す  

ることり また、緊急時には衣服の上からでも注射可能であ  

る。（′「9．適用上の注意」の項参照）   

7、不利の誤注射を防止するため、指または手等を黒い先端に  

あてないよう注意すること▲ンなお、もし指または手筈に誤  

って本剤を注射した場合には、直ちに医療機関を受診して、  

適切な処置を受けるよう指導することり け9．適用上の注意」  

の項参照）  

：8．本剤を患者に交付する際には、上記事項について患者、保  

護者またはそれに代わり得る適切な昔に対して十分指導す  

ること．▲．  

【使用上の注意】   

1．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）  

（1）高血圧の患者  

〔本剤の血管収縮作用によIr）、急激な血圧上昇があらわれ  

るおそれがある．二．〕   

（■2‘）肺気腫のある患者  

〔肺循環障害を増悪させ、右心系への負荷が過重となり、  

右心不全に陥るおそれがある．二〕  

（3）高齢者 什5．高齢者への投与」の項参照）  

（4）心疾患のある患者  

〔本剤のβ利敵作剛こより、心疾患を悪化させるおそれ  

がある。〕   

2．重要な基本的注意   

（1）本剤はアドレナりン受容体作動薬として、α受容体、β  

受容体それぞれに作用し、その作用は投与量、投与方法  
等に影響を受けやすいので注意することり  

（2巨不剤はアナフィラキシーショ・ソクの枚急治療の第一次選  

択剤であり、ショック時の循環動態を改善するが、その  

循環動態はショックを起こした原因および病期により異  

薬剤名等  臨床症状・措置方法  機序・危険因子  

頻脈、心室宗田勃発硯の  

危険性が増大する。  

こゴl．ちの薬剤により心  

掛りカテコールアミニ  

感受性が克逢すふと考  

えられている。  

｝tロケン等のハロゲン  

含有吸入麻酔薬  

本剤の昇庄作用の反転  

により、低血圧があ・う  

わ九ることがある。  

ニれと17二，薬剤のα遮  

断作用により、本剤の  

β利敵作用が匪位にな  

る王者えちれていろ。  

抗精神病薬  
プチロフユノン系薬剤  

（′セレネース、トロペ  

ロン等j  

フユノチアジン系薬剤  

「ウナンタミン等1  

でミノシペンシル系薬  

剤  
「デフユウ†、ニ等I  

ソテピン   

＝コドビニ 
リユペIJドニ  

（りスバP■一心ニ1  

α遮断其  

不整脈、場合に土〔）心  

停止があモノわれるこ七  

があろ。  

蘇生等の緊急時以外に  

は併用しない。  

こ言いちの薬剤のβ利  

敵作用により、交酎申  
達興膏作用が相弓垂する  
と考．ミ仁．れていノ三，ゥ  

イ∴Jプロテレノール等  

の七千コール丁ミン製  

剤、アドレナリニ作動  

寒けロケノーーL等）  

（2）併用注意（併用に注意すること）  

薬剤名等   臨床症状・措置方法  構序・危険因子   

モノ7ミン酸化酵素隕  本剤の作用が増強さ  本劃の代謝酸素を阻害   

喜薬   れ、血圧の異常上昇を  することにより、カテ  

きたすことがあろっ  コール丁ミン感受性が  

克進す之，と考えられて  

いる。   

三環系抗うつ稟   本剤の作用が増弓重さ  7ドt■・十リン作動性神   

（イミプラミン、了ミ  れ、血圧の異常上昇を  謹終末でのカテコール   

トリプチリン等）   きたすことがあろっ  アミンの再取り込みを   

セロ1、ニン・ノル7†ご  速断し、受容体でのカ   

レナリン再取り込み阻  テコール丁ミン濃度を   

喜剤（SNRl）（ニミルナ  上昇言せろと考えちれ 

シプラン筈）その他の  ていろ 
抗う二1薬（てブロチリ  

ン等）  

分娩促進菓  本剤の作用が増強さ  
（ナキシトシン等）  

パッカクアルカロイド  

頬  ろと考えられていろ。   

（エルゴダミン等）  

ジギタリス製剤   異所性不整脈がかテ」わ    といこ異所性利敵能を  

jlろことがあろ。  有し、不整脹発現の可 

ら行ている。   

キニジン   心室細勤があ・モノわれる    相互に心筋1こ対する作  

二とがあろっ  用を増強すモ，と考えち  

jt．て1∴イ  ＝′ご心  能性が高・くなると考ぇ  
4  



甲状腫禦剥  置不・皇発作ナノー篤仁ノトれ  甲状腺ホ凡手ニ■・は心崩   

けロキニニ寄）   三三こ！が．テ′ヱノ．．   ・・て1β受容体÷ン増■加さ  

・lキ茅、ブ∴・左、－ウテコーノt  

アミン磨斉川打三完超す  

モ∴ヒ考え仁」してトべ ／‘仁■・く．   

非選択性β速断茶  血圧上昇、徐舵がか三  β遮断作用によ！ト、本   

いブロプラ ノロール  われろことが£るン  剤のα刺激作用が医   

菩て）  位になノさと考メ＿らj■して  

い′＿lゥ   

血糟降下薬   血糖降下其の作用を減  本剤の血楯上昇作用によ  
．声レ 弱させることがある。  之．と考えちjしているレ   

ナロモ．テリアチン  血圧上昇、頭痛、塵聾  機序は明亡′かでほない  

等があちわれるこセが  が、不測¢血管Jlて箭作  

あ阜。   用、血圧上昇作用に影  
響を及ほすと考えられ  

ている。   

i3〉血中の乳酸液圧が上昇L、重篤な帽瓢性アシドーシスが  

あらわれるおそれがある一：．  

9．適用上の注意  

本剤を処方する医師は以下の内容について正しく理解する  

とともに、患者に交付する際には、患者、保護者または  

それに代わり得る適切な者に以下の内容を必ず交付前に説  

明すること．ン  

（1）本剤を適切に注射するためには、カバ仙キヤ・ノプを回し  

ながら外して注射器を取り出し、灰色の安全キャップを  

外し、大腿部の前外側に黒い先端を数秒間強く押し付け  

る ぐ前頁の「使用方法」の欄参照仁‥，また、適正に本剤  

が作動した場合には、針が出ているので確認する必要が  

ある．＝，   

ぐ2）本剤は光で分解しやすいため、携帯用ケースに収められ  

た状態で保管し、使用するまで取り出すべきではない．：，   

（3仁本剤は15℃～3（）℃で保存することが望ましいので、冷所  

または日光のあたる高温下等に放置すべきではない，‥，   

（二4）本剤の有効期間は2〔け月であl）、交付後有効期限を過ぎ  

た場合には、不剤の再交付が必要である．：．   

（5’）有効期間内であっても、本剤が変色していた場合あるい  

は凝固沈殿物が認められた場合には、本剤を使用せず  

新しい製剤の再交付が必要であるり   

（6）本剤を使用した場合あるいは使用する必要がなくな  

った場合には、医療楼閣等へ本剤を提出する必要があ  

る．ン   

け）本剤を高所（1．5nl．）からコンクリート面への垂直落下  

試験において、注射器の破損等の発生が報告されてい  

るので、本剤を落とさないように注意すること．：，  

【薬物動態】   

代謝・排i世  

こミアドレナリンは交感神経細胞内に取り込まれるかあるいは組線   

内で主としてカテコールー0－メチルトランスフエラーゼ、モノ   

アミンオキシダーゼによって速やかに代謝・不括化さゴし大部分   

がメタネフリン、そのダルクロン酸および硫酸抱合体、3－メトキ   

シー4一ヒドロキシマンデル酸等の代謝物として尿中に排泄される，ン  

【薬効・薬理】   

不利は、化学的に合成した副腎髄質ホルモン（■アドレナリン．）   

を含有しており、交感神経のα、β受容体に作用する．：．  

1．循環器系に対する作用】）3）  

心臓においては、洞房結節の刺激発生のペースをはやめて  

心拍数を増加させ、心筋の収編力を強め、心拍出量を増大  

するので強心作用をあらわす．ン  

血管に対してt・ま、収縮作用と拡張作用の両方をあらわし、  

心臓の冠動脈を拡張し、皮膚毛細血管を収縮させ末梢抵抗  

を増加させて血圧を上昇させる．二．   

2．血管以外の平滑焉引こ対する作用1＝‖  

気管支筋に対して弛緩作用をあらわし、気管支を拡張させ  

て呼吸量を増加させるく．   

3．その他の作用封  

喘息において、肥満細胞から抗原誘発性の炎症性物質を遊  

離することを抑制し、気管支分泌物を減少させ、粘膜の充  

血を減らす効果もある．：，  

【有効成分に関する理化学的知見】  

・：；一般名：A血℃11ali11e（アドレナリン〉   

化学名：（1R）－ト（3．4－Dihydroxyphe－1y））－2－（methylamil－0）elhanol   

4．副作用  

（1）重大な副作用（傾度不明洩））   

1）肺水腫（∴初期症状：血圧異常上昇）：肺水腫があらわ  

れることがあるので、視察を十分に行い、異常が認め  

られた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと．＝．   

2）呼吸困牡：呼吸困難があらわれることがあるので、異  

常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処  

置を行うこと．）   

：∋）心停止（初期症状：顔脈、不整脈、心輝元進、胸内苦悶）：  

心停止があらわれることがあるので、初期症状が認め  

られた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと小  

（2）その他の副作用  

下記の副作用があらわれることがあるので、異常が認め  

られた場合には必要に応じ投与を中止するなど適切な処  

置を行うことゥ  

副作用発現精度  
漣顆  

5％以上または不吋上－  しI．1－－5鯨寺涌   

循環器  心惇克進   胸内苦悶、  
不整脈、  

顔面潮紅・存白、  

血圧異常上昇   

聯畔瞳系  頭痛、に・まい．  

不安、横戟  

過敏症  過敏症状等  

哨化器  悪心・嘔吐  

その他  熱感、発汗   

注■）自発報告または海外において認められている副作用の  

ため頻度不明．二．  

5．高齢者への投与   

高齢者では、本剤の作用に対する感受性が高いことがある   

ので、少量から投与を開始するなど患者の状態を観察しな   

がら慎重に投与すること。  

6．・妊婦、産婦、授乳婦等への投与   

妊婦、妊娠している可能性のある婦人または産婦には投与  

しないことが望ましい．〕   

〔胎児の酸素欠乏をもたらしたlう、分娩第二期を遅延するお  

それがある。，〕  

7．小児等への投与  

低出生体重児、新生児及び乳児に対する安全性は確立してい  

ない（使用経験がない）．：．  

8．過量投与   

ぐ1）ときに心室細動、脳出血等があらわれることがあるので  

注意すること．‥．またアドレナリン受容体感受性の高い患  

者では、特に注意すること．：．  

（乙）腎血管の異常収縮により、腎機能が停止するおそれがある．ン  

「て覇  



〔使用方法〕  
分子式：〔1H－小一（〕′  

）カバーキヤノブを回Lながち外して、注射器を取l）出す二  分子量：1払2（）  
⊥土たヽ縞－▼」ユ ．  

1雫癌エし．  

㌔ごこここ＼、 〔華、＼、＼＼＼、＼＼、   ヽ
 
＼ 

＼  

l」⊂）H  

／ぴ cH3  

H。）／  
0H  ／  

／   性 状：白色－－灰白邑の結晶性の期末で、においはか■・酢酸  

（1川））に描けやすく、水tこきわめて溶けにくく、メタノ  

ール、エタノール（し）5）またほジュテルエーテルにほと  

んど溶けない．〕希塩酸tこ掛ナる．一．空気または光によっ  

て徐々に褐色となる．二．  

【承認条件】  
1．本剤の安全性及び有効性を十分に埋解し、本剤の便利こ関  

して適切かつ十分な指導ができる医師のみによって本剤が  

処方・使用されるよう、本剤を納入する前に予め講習を実  

施する等の適切な措置を講じること．＝．  

2．市販後の一定期間については、本剤の使用実態を適切に把  

握できるよう、必要な措置を講じるとともに、本剤を使用  

した症例が認められた場合には、安全性等について詳細に  

調査すること（，  

3．本剤の適正使用を推進するため、本剤の未使用製剤を回収  

できるよう必要な措置を講じること・＝．  

【包装】  

しZ）灰色の安全キャップを外す．二  

荒い先端  
灰色の安全キャップ  

エビ′・ごン注射嘉  

（3）注射器をしっかl）と撮り、大腿部の前外側‖こ黒い先端を   

強く押し付ける．〕黒い先端部分に指を当てると誤注射す   

る危険があるので絶対に行わないこと・二．   
・注射器が作動している間、押し付けた状態を維持する  

（致秒間）．〕   

なお、本剤は緊急の度合いに応じ、衣服の上からでも注   

射可能である．二．  

（ヰ）適正trこ作動した場合には、針が出ているので確認する・：・  

（5）使用済みの注射器は針先側から携帯用ケースに戻し、カバ⊥  

キ  

完率  

エビペン注射液り．3111g  

エビペン注射液（二）．15nlg  

【主要文献】  

1）薬理学（医学書院）、3肌、1〔）64  

2）薬物学（南山堂）、84、川87  

3■）グッドマン・ギルマン薬理書・第9版（廣川書店）、268．199〔）  

ニ：；…【文献請求先】  

マイラン製薬株式会社 研究開発本部  安全管理部  

門5丁目11番2号  〒1り5り（」り1東京都港区虎ノ   

FAX（J3－57：う3－9859   TELし）3－5733－9863  

…■；こ【学術情報に関するお問い合わせ先】  

マイラン製薬株式会社 カスタマーサボー1、センター  

フリーコール 0120－933－911  

（9：0（ト17：0〔巨土日祝日を隙く）  

針先がゴムを突き抜け曲がl）、容器から抜けなくなる  

が、カバーキャップを外して強振すると抜けることが  

あるので危険なため、注意すること．ニ．  

：∫・：‘製造販売元   

マイラン製英株式会社   
大阪市中央区本町2丁目6菩B号   

・：；提 携   

米国Deぅ7，L．P．社  

（6）本剤注射後、直ちに最寄りの医療環問を受診する・＝・  

（7）エビペン注射液を使用した旨を医師に報告し、使用済み   

の本注射器を提出するゥ  

20口8．2①   
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参考  

○救急救命処置の範囲等について（平戎4年指第17号）（改正後）  

救急救命士法（以下「法」という。）の施行については、平成3年8月1  

5日健改発第496号をもって通知したところであるが、今般、法第2  

条第1項に規定する救急救命処置の範囲等を左記のとおり定めることと  
したので、関係方面への周知徹底及び指導方よろしくお願いしたい。  

記   

1 法第2条第1項に規定する救急救命処置とは、「その症状が著しく悪   

化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者（以下「重   

度傷病者」という。）が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該   

重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であ   

って、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危   

険を回避するために緊急に必要なもの」であり、その具体的範囲は、別   

紙1のとおりであること。  

2 法第44条第1項及び救急救命士法施行規則第21条の規定により、   

心肺機能停止状態の患者に対する別紙1の（2）、（3）及び（4）に掲げる救   

急救命処置は．、医師の具体的指示を受けなければ、行ってはならないも   

のであること。  

なお、これらの救急救命処置の具体的内容及び医師の具体的指示の例   

については、別紙2を参照されたい。  
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（別紙‾盲）  

救急救命処置の範囲  

（1） 自動体外式除細動器による除細動   

。処置の対象となる患者が心臓機能停止の状態であること。  

（2）乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液（別紙2参照）  

（3）食道閉鎖式エアウェイ．、ラリンゲアルマスク又は気管内チューブによる気道確  

保（別紙2参照）  

G気管内チューブによる気道確保については、その処置の対象となる患者が心  

臓機能停止の状態及び呼吸機能停止の状態であること。  

（4）ェピネプリンの投与（（8）の場合を除く。）（別紙2参照）  

－エビネプリンの投与（（8）の場合を除く。）については、その処置の対象とな  

る患者が心臓機能停止の状態であること。  

（5）精神科領域の処置  

。精神障害者で身体的疾患を伴う者及び身体的疾患に伴い精神的不穏状態に陥  

っている者に対しては、必要な救急救命処置を実施するとともに、適切な対  

応をする必要がある。  

（6）小児科領域の処置  

亡基本的には成人に準ずる。  

。新生児については、専門医の同乗を原則とする。  

（7）産婦人科領域の処置  

。墜落産時の処置・…‥臍帯処置（臍帯結繁。切断）  

胎盤処理  

新生児の蘇生（口腔内吸引、酸素投与、保温）  

∴子宮復古不全（弛緩出血時卜・‥子宮輪状マッサージ  

（8）自己注射が可能なェピネフリン製剤によるエビネフリンの投与  

。処置の対象となる重度傷病者があらかじめ自己注射が可能なェピネプリン製  

剤を交付されていること。  

（9）聴診器の使用による心音。呼吸音の聴取  

（10）血圧計の使用による血圧の測定  

（11）心電計の使用による心拍動の観察及び心電図伝送  

（12）甜子・吸引器による咽頭・声門上部の異物の除去  

（13）経鼻エアウェイによる気道確保  

（14）パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定  

（15）ショックパンツの使用による血圧の保持及び下肢の固定  

（16）自動式心マッサージ器の使用による体外式胸骨圧迫心マッサージ  

（17）特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持  

（18）口腔内の吸引  

（19）経口エアウェイによる気道確保  

（20）バッグマスクによる人工呼吸  

（21）酸素吸入器による酸素投与  

（22）気管内チューブを通じた気管吸引  
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（別紙2）  

医師の具体的指示を必要とする救急救命処置  

項目   処置の具体的内容   医師の具体的指示の例   

（1）乳酸リンゲル液を用  d留置針を利用して、上肢  。静脈路確保の適否、静脈   

いた静脈路確保のため   においては①手背静脈、   路確保の方法、輸液速度   

の輸液   ②横側皮静脈、③尺側皮  等   

静脈、④肘正中皮静脈、  

下肢においては①大伏  

在静脈、②足背静脈を穿  

刺し、乳酸リンゲル液を  

用い、静脈路を確保する  

ために輸液を行う。  

（2）食道閉鎖式エアウェ  。食道閉鎖式エアウェイ、   。気道確保の方法の選定、   

イ、ラリンゲアルマスク   ラリンゲアルマスク又   （酸素投与を含む）呼吸   

又は気管内チューブに   は気管内チューブを用   管理の方法等   

よる気道確保   い、気道確保を行う。   

（3）ェピネフリンの投与  。エビネフリンの投与（別  ・薬剤の投与量、回数等   

（別紙1の（8）の場合を   紙1の（8）の場合を除   

除く。）   く。）を行う。   

〔共通事項〕  

① 医師が具体的指示を救急救命士に与えるためには、指示を与えるために必要な医   

療情報が医師に伝わっていること及び医師と救急救命士が常に連携を保っている   

ことが必要である。  

なお、医師が必要とする医療情報としては、全身状態（血圧、体温を含む。）、心   
電図、聴診器による呼吸の状況などが考えられる。  

② 上記（1）、（2）及び（3）の処置は心肺機能停止状態の患者に対してのみ行うことが   

認められるものであるが、心肺機能停止状態の判定は、原則として、医師が心臓機   

能停止又は呼吸機能停止の状態を踏まえて行わなければならない。  

但し、気管内チューブによる気道確保については、心臓機能停止の状態及び呼吸   

機能停止の状態である患者に対してのみ行うことが認められ、エビネフリンの投与   

（別紙1の（8）の場合を除く。）については、心臓機 

て行うことが認められる。  

・心臓機能停止の状態とは、心電図において、心室細動、心静止、電導収縮解離、  

無脈性心室頻拍の場合又は臨床上、意識がなく、頸動脈、大腿動脈（乳児の場合  

は上腕動脈）の拍動が触れない場合である。   

。呼吸機能停止の状態とは、観察、聴診器等により、自発呼吸をしていないことが  

確認された場合である。  

1「      j   




